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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年８月４日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市菅島南方 

誓
せい

願
がん

島灯標から真方位１２５°１,３６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２８.６′ 東経１３６°５２.８′） 

事故の概要  砂利採取運搬船第三十八さだ丸は、東南東進中、引船第十八山
さん

和
わ

丸

は、台船常
つね

石
いし

２０号をえい
．．

航して北西進中、第三十八さだ丸と常石２

０号とが衝突した。 

 第三十八さだ丸は、船首部に破口等を生じ、また、常石２０号は、

船首部に破口等を生じ、えい
．．

航索が破断した。 

事故調査の経過 平成２７年８月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 砂利採取運搬船 第三十八さだ丸、４９２トン 

１３４４５８、盛徳海運建設株式会社（以下「Ａ社」とい

う。） 

６８.７８ｍ×１３.５０ｍ×７.０７ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成９年２月２４日 

Ｂ 引船 第十八山和丸、９８.９５トン 

１２５２１３、山和船舶海運有限会社（以下「Ｂ社」とい

う。） 

２７.１５ｍ×６.３０ｍ×２.９９ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和５７年４月８日 

Ｃ 台船 常石２０号、３,０００トン（積載重量トン数） 

   なし、神原ロジスティック株式会社 

   ６０.００ｍ×２２.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成元年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４４歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成３年７月１０日

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年９月２日 
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免状有効期間満了日 平成２８年９月１２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４８年４月２７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年４月２０日 

免状有効期間満了日 平成３２年６月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口及び凹損 

Ｂ えい
．．

航索の破断 

Ｃ 船首部外板に破口及び凹損 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 静穏、風速 約０.２m/s、視程 約１００ｍ

以下 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 東北東流約０.５

～１.０ノット（kn） 

鳥羽市には、本事故当時、濃霧注意報が発表されていなかった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士１人（以下「航海士Ａ」という。）及び機

関士１人（以下「機関士Ａ」という。）ほか２人が乗り組み、鳥羽市

鳥羽港を出港し、船長Ａが、船橋中央の操舵スタンドにつき、約６～

７kn の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により鳥羽市坂手島

南方沖を航行していた。 

 船長Ａは、航海士Ａ及び機関士Ａを見張りの補助につけて航行中、

霧で視程が約１００ｍとなり、加
か

布
ぶ

良
ら

古
こ

水道に入ったところ、０.５

海里（Ｍ）レンジとしたレーダー画面で船首方約０.５Ｍに小型船と

思われる１つの映像を認め、その後接近して来ることを知ったが、そ

のうちに同船がＡ船を避けて行くものと思い、東南東進を続けた。 

船長Ａは、少し視界が良くなったと感じたとき、右舷船尾方から接

近した遊漁船がＡ船の右舷方を通過し、右舷船首方の霧の中に入って

見えなくなった後、レーダー画面で認めた小型船と思われる船舶の映

像が認められず、危険を感じて主機を停止し、長音１回を鳴らした。 

 船長Ａは、左舷ウイングで見張りを行っていた航海士Ａが舵を右へ

取るように合図したのを見て、右舵一杯を取るとともに主機を後進に

かけたとき、左舷船首方に初めてＢ船を視認した。 

Ａ船は、Ｂ船が左舷方２０～３０ｍを通過したが、平成２７年８月

４日０６時１０分ごろ、その船首部とＣ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、初めてＣ船を認め、レーダー画面に映っていた小型船と

思われる船舶の映像がＢ船及びＣ船であることを知った。 

 船長Ａは、Ｃ船から離れ、主機を停止して船内に浸水がないことを

確認して海上保安庁へ本事故の発生を通報し、Ａ社に連絡を入れて鳥

羽市坂手島北方沖に移動して錨泊した後、鳥羽港に戻った。 

 Ａ船は、鳥羽港で揚げ荷を行った後、臨時検査を受けて静岡県静岡
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市までの臨時変更証が交付され、鳥羽港を出港し、静岡市清水港の造

船所に入渠
きょ

した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、長さ約５０ｍの合成繊維製ロ

ープの一端につないだ長さ約２６ｍのワイヤロープ２本をＣ船の両舷

船首にそれぞれとって引船列（以下「Ｂ船引船列」という。）を構成

し、広島県沼隈町千年
ち と せ

港を発し、三重県津市津松坂港に向かった。 

 船長Ｂは、鳥羽市鎧
よろい

埼西方沖で入直したとき、視界が悪く、Ｃ船

を視認できない状態であったが、約５kn の速力で加布良古水道に入

り、菅島の南端を通過後、北西進した。 

 船長Ｂは、１.５Ｍレンジとしたレーダー画面で左舷船首１０°１

Ｍ付近にＡ船の映像を認め、針路を右に変更すれば、Ａ船も針路を右

に変え、Ａ船と左舷を対して通過できると思い、自動操舵の設定針路

を右へ約５°変更し、その後も右へ約５°ずつの変針を３回程度繰り

返した。 

 Ｂ船引船列は、船長Ｂが、Ａ船のレーダー映像がレーダー画面の中

心付近に接近したところで見えなくなり、間もなく船首左舷方にＡ船

を視認して主機を停止したところ、Ａ船がＢ船の左舷方を通過してＣ

船と衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃により、えい
．．

航索の両ワイヤロープが破断し

たことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、国際ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」とい

う。）によりＡ船にけが人がいないことを確認した後、Ｃ船を見付け

て横抱き状態とし、海上保安庁の指示に従って坂手島北方沖に移動し

て錨泊した後、Ｃ船をえい
．．

航して、広島県呉市呉港に向けて帰航し

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故時、石材約１,５００ｔを積載し、喫水が船首約３.

２ｍ、船尾約５.０ｍであった。 

 Ａ船は、ＶＨＦの音量を最小にし、法定灯火を表示せず、霧中信号

を行っていなかった。 

 航海士Ａ及び機関士Ａは、出港配置を解かれて昇橋し、船長の指示

で左舷及び右舷ウイングでそれぞれ見張りについた。 

 Ａ船は、最低速力が約６～７knであった。 

航海士Ａは、船首方から左舷方に向かうＢ船のマストを認め、船長

へ右舵を取るように叫び、衝突直前、船首方至近にＣ船を認めた。 

船長Ａは、本事故海域は、漁船やプレジャーボートなどの小型船が

多く航行するところで、ふだん、小型船がＡ船を避けて行くので、本

事故時も、船首方の小型船と思われる船舶がＡ船を避けて行くものと

思い、針路を保持して航行していた。 

船長Ａは、本事故後、錨泊中にＢ船及びＣ船が一体となった状態を
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レーダー画面で認め、船首方約０.５Ｍに認めた時よりも大きな映像

であることに気付き、レーダー画面の調整が悪かったかもしれないと

思った。 

船長Ａは、平成２６年１月から船長職をとり、鳥羽港には給水や食

料の積込みなどで入出港を繰り返しており、そのたびに加布良古水道

を通過し、霧中航行の経験が豊富であった。 

 Ｂ船は、喫水が船首約２.０ｍ、船尾約３.４ｍであり、Ｃ船は、何

も積載しておらず、船首尾約０.２ｍの等喫水であった。 

 Ｂ船は、法定灯火を表示し、船首及び船尾の作業灯を点灯していた

が、汽笛が故障していて使用できず、ＶＨＦの電源を切っていた。 

 Ｃ船は、舷灯１対、船尾灯１個及び白色点滅灯４個を備え付けてい

た。 

 船長Ｂは、平成１１年からＢ船で船長職をとり、年に２回程度加布

良古水道を航行していた。 

Ａ船及びＢ船の安全管理規程で定める運航基準では、船長は、航行

中、周囲の視程に関する情報を確認し、Ａ社は視程が１,０００ｍ以

下に、Ｂ社は視程が５００ｍ以下にそれぞれ達したと認めるときは、

当直体制の強化、レーダーワッチ等による厳格な見張り及び引船等に

よる先導等、付加的に安全措置を講ずるとともにその時の状況に適し

た安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は経路変更の措

置を採ることとされていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった加布良古水道を東南東進中、船

長Ａが、０.５Ｍレンジとしたレーダー画面に映った小型船と思われ

る船舶がＡ船を避けて行くものと思い、レーダーによる見張りを適切

に行っていなかったことから、接近していた小型船と思われる船舶の

方位に明確な変化がないことに気付かずに航行し、危険を感じて主機

を停止したものの、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、レーダー画面の映像が小型船のように見えたことから、

同船がＡ船を避けて行くものと思ったものと考えられる。 

 船長Ａは、レーダーの調整を適切に行っていなかったことから、レ

ーダー画面の映像がＢ船引船列であることに気付かなかった可能性が

あると考えられる。 

 Ｂ船引船列は、霧で視界制限状態となった加布良古水道を北西進

中、船長Ｂが、レーダー画面で左舷船首方から接近して来るＡ船を認

め、針路を右に変更すれば、Ａ船も右転し、Ａ船と左舷を対して通過

できると思い、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったこと
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から、右へ約５°ずつの変針を繰り返したものの、Ａ船の方位に明確

な変化がないことに気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因 本事故は、霧で視界制限状態となった加布良古水道において、Ａ船

が東南東進中、Ｂ船が北西進中、船長Ａが、０.５Ｍレンジとしたレ

ーダー画面に映った小型船と思われる船舶がＡ船を避けて行くものと

思い、また、船長Ｂが、針路を右に変更すれば、Ａ船も右転し、Ａ船

と左舷を対して通過できると思い、両船がレーダーによる見張りを適

切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態にある水域又はその付近を航行する際、法定灯火を

表示して霧中信号を行い、レーダーで他船を早期に知るためにレ

ーダーレンジを変更して適切な見張りを行うこと。 

・レーダーで他船と著しく接近するか、衝突のおそれがある場合、

これらの事態を回避する動作をとること。 

・安全管理規程で定める運航基準を遵守すること。 

 

 

 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年８月４日 

０６時１０分ごろ発生） 

誓願島灯標 

鳥羽港 

加布良古水道 

坂手島 菅島 

Ａ船 

 

Ｂ船引船列 

× 

三重県鳥羽市 


